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村の人口（4月末現在、カッコ内は先月比）	 男 8,612（+28）	 女 9,293（+12）	 計 17,905（+40）	 世帯数 7,694（+26）
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JAおきなわ北中城支店から
親子健康手帳ケースの寄贈

3
  15

約28年間の長期にわたり村の民生委員・児童委
員として活動してきた安里信美さんが、住民生活
への安心感と地域活性化への寄与、社会福祉の発
展への功績が称えられ、厚生労働大臣から表彰さ
れました。
安里さんは「家族の理解と支えがあったからこ
そ続けてこられた。今後も村のためにできること
を一緒に協力していきたい」と語り、比嘉村長は
「約28年という大変長い年月を村の社会福祉に尽
力されて大変感謝いたしますとともに、今後も安
里さんの
活躍に期
待してお
ります」と
感謝を述
べました。

厚生労働大臣より表彰4
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JAおきなわ北中城支店（宮城盛和支店長）より
親子健康手帳ケースの寄贈がありました。この取
り組みはJA共済地域貢献活動の一環として、妊
娠・出産を迎える妊婦さんを祝福し、お子さんを
安心して生み育てることができる環境づくりへ
の支援を目的として行われているもので、今年で
5回目の寄贈となります。ケースのデザインも毎
年異なっており、今年は海をモチーフにしたデザ
インとなっています。比嘉村長は「毎年、妊婦さん
からの喜びの声が届いています。継続しての寄贈
に感謝しています。」と謝辞を述べました。
本ケースは、親子健康手帳交付時に配布しています。
妊婦のみなさま、ぜひご愛用ください。

中城城跡でガイドとして活動している「グスク
の会」の石原昌雄会長と安里義夫副会長が徳村教
育長を訪れ、グスクの会が制作した本「雅なグスク 
世界遺産中城城跡」170部を寄贈しました。
石原会長は「北中城村と中城村で交流を深めな
がら、中城城跡の保存・継承についてお互いに協力
していきましょう」と挨拶しました。
寄贈された本は各小中学校やあやかりの杜など
の教育施設に設置されます。

グスクの会より本の寄贈4
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特定非営利活動法人琉米
歴史研究会（喜舎場静夫理
事長）がこれまで約40年か
けて収集した沖縄の戦前・
戦後の写真やフィルム等の
資料約15,000点を中城村・
北中城村へ寄贈しました。
北中城村では今後、寄贈資
料のデジタル化や写真の撮
影時期・場所等を調べ、展示
会等で公開する予定です。
比嘉村長は「両村の財産として受入れ、沖縄のア
イデンティティを取り戻したいという喜舎場理事
長の意思を引き継ぎたい」と述べました。

NPO法人琉米歴史研究会より
写真等を寄贈

4
  18
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母親クラブ「おんぶにラッコの会」役員と島袋児
童館職員が島袋小学校を訪れ、全校生徒が「無事に
帰る」と願いを込めて一つ一つ手作りで仕上げた
お守りと新一年生への児童館のしおりを贈呈しま
した。
 與儀里未校長は「毎年、素敵なお守りをありが
とうございます」と感謝の言葉を述べ、来訪した母
親クラブ役員・島袋児童館職員は「これからも子
ども達の安全と成長を見守っていきたい」と伝え
ました。

交通安全お守り贈呈4
  25

こどもの日を前に、村内6保育所（喜舎場保育所、
つなぐ認定こども園、百登保育園、すてらこども園、
アリス幼稚園、ライカム煌保育園）の園児たちが描
いたオリジナルの鯉のぼりを村役場前で掲げまし
た。新型コロナウイルス感染症対策として、掲揚式
には、各保育所3名の園児のみ参加しました。比嘉村
長が「みんなが病気や怪我
もなく元気に成長できるよ
う願っています」と挨拶し
た後、園児たちが元気よく
鯉を青空へ掲げました。来
庁した人たちも立ち止まっ
て、子どもたちが鯉のぼり
を掲げる様子を笑顔で見
守っていました。
毎年5月5日の「こどもの
日」から一週間は、「児童福
祉週間」となっていて、児
童福祉の理念の普及・啓発
活動が行われています。

健やかな成長を願って 鯉のぼり掲揚4
  26

3 2022. 6月号



新型コロナウイルスワクチン４回目接種のお知らせ
　新型コロナウイルスワクチンの4回目接種について、令和4年4月27日に開催された厚生科
学審議会予防接種・ワクチン分科会で新型コロナウイルスワクチンの4回目接種が了承され、
対象者や接種間隔等の方針が以下のとおり示されました。今後、国で必要な法令改正等が行わ
れ、4回目接種が開始される予定です。
　これに伴い、村においても接種が正式に決定した際は、速やかに接種が行えるよう4回目接
種の準備を進めて参ります。
（※4回目接種が正式に決定した場合の接種開始時期や予約方法等の新たな情報や、そのほか国の動向に
　 より変更等がある場合は、村広報またはホームページ等でお知らせします。）

　北中城村に住民票があり、３回目接種から5か月以上経過した方で、下記
①または②のいずれかに該当する方が対象です。
　① 60歳以上の方（努力義務適用）
　② 18歳から59歳までで基礎疾患を有する方※1、
　　そのほか重症化リスクが高いと医師が認める方※2（努力義務適用外）

（※1）基礎疾患を有する方の範囲は下記をご確認ください。

【問い合わせ】北中城村新型コロナウイルスワクチン接種予約・相談コールセンター　
 　　　　　 ☎ 098-923-0783（午前9時～午後4時30分）※平日午後12時～午後1時、土日・祝日除く

対象者
1. 以下の病気や状態の方で、通院／入院している方
　　・慢性の呼吸器の病気
　　・慢性の心臓病（高血圧を含む）
　　・慢性の腎臓病
　　・慢性の肝臓病（肝硬変等）
　　・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または、ほかの病気を併発し
　　 ている糖尿病
　　・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
　　・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
　　・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
　　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
　　・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
　　・染色体異常
　　・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態）
　　・睡眠時無呼吸症候群
　　・重い精神疾患
       （精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持して  
　　  いる、または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合） 
　　  や知的障害（療育手帳を所持している場合）

2. 基準（BMI30以上）を満たす肥満の方
　　・BMI30の目安：身長170㎝で体重約87㎏、身長160㎝で体重約77㎏

　（注）上記②に該当する方の接種券発送には、事前の申請が必要です。
申請の受付は、 令和4年6月7日(火) より開始します。お申込みは、下記コールセンタ
ーまでお電話ください。

※4回目接種
　に使用する
　ワクチンは、
　ファイザー
　社製および
　モデルナ社
　製ワクチン
　です。

（※2）「重症化リスクが高いと医師が認める方」については、主治医にご確認ください。
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【問い合わせ】
  村役場　健康保険課　健康対策係　
 ☎ 935-2267（内線267）

村長より委嘱を受け、親と子が安心して暮らせるために、
● 乳幼児のいる家庭へ、育児情報の提供や健診等のお知らせ
の案内に伺います。また、育児等についてよき相談相手と
なり、親子と行政のパイプ役となります。

● 村で実施されている乳幼児健診や離乳食実習に協力員と
して活動しています。
お気軽にご相談ください。プライバシーは厳守されます。

母子保健推進員とは

安里 淳子
（喜舎場）

知念 涼子
（屋宜原・石平）

比嘉 淳子
（安谷屋）

安里 清美
（美崎）

豊原 真由美
（ライカム）

玉城 朱美
（和仁屋・渡口）

前田 郷美
（島袋）

與儀 千代美
（瑞慶覧・荻道・大城）

比嘉 さとみ
（島袋）

亀山 則子
（島袋）

田仲 和美
（島袋・比嘉）

高橋 真希
（喜舎場）

仲本 寿美江
（仲順）

喜納 由美
（熱田）

大城 歩
（団地）

　母子保健推進員に貢献された比嘉栄子さん（5期15年）、喜納勝美さん（2期7年、写真中央）が、令和3年度をもって退任されました。北中城村の母子保事業にご尽力していただきありがとうございました。

令和 4年度

母子保健
推進員紹

介

（15名）

沖縄県ちゅらパーキング（障害者等駐車区画）
利用証制度がはじまります

　公共施設や商業施設、店舗などに設置されている障害者等駐車区画を適正にご利用いただくために、
障がいのある人、高齢者、妊産婦などのうち、歩行が困難な方、移動の際に特別な配慮が必要な方に、共通
の「利用証」を交付する制度です。

　交付対象となる障がい等の事由ごとに必要な書類が異なります。
詳しくはホームページをご覧ください。（右のQRコードから）

車いす使用者

妊産婦

一時的な
けが人など

車いすを使用
しない障がい者

高齢者など

▲

利用証は３種類

▲

申請・交付は令和4年6月から開始（北中城村にお住まいの方）

【窓口・問い合わせ】①妊産婦：村役場　健康保険課　健康対策係　☎ 935-2267　
　　　　　　　　　　②①以外：村役場　福祉課　　　社会福祉係　☎ 935-2263

赤 色 オレンジ色 緑 色

対象者 対象者 対象者
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マイナンバーカードの
休日交付・交付申請サポートをはじめます

完全予約制

　平日（月～金曜日）の役場開庁時間に加え、毎月第４日曜日にもマイナンバーカードの受け取り及びマイ
ナンバーカードの交付申請ができるようになります。（受け取り・申請ともに事前の電話予約が必要です。）
お仕事などで平日お時間が取れない方は、ぜひ下記日程でのご来庁をご検討ください。
なお、事前のご予約がない日は、休日窓口は閉鎖となりますのでご了承ください。

休日窓口開設日時

① 7月24日（日） 9:00～13:00

② 8月28日（日） 9:00～13:00

935-2233（内線135）※予約をキャンセルする場合も必ず事前にご連絡ください。

7月19日（火）～7月22日（金）  17:00まで

8月22日（月）～８月26日（金） 17:00まで

予約受付日時

予約受付電話

＊9月以降の開設スケジュールの詳細については、広報・ホームページ等で追ってお知らせします。

カードの受け取りをご希望の方

・ カードの受け取りは、マイナンバーカードの交付申請後
　「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」
　（右記のはがき）が届いている方が対象です。
・ カードの受け取りにはご本人様がお越しください。
・ はがき裏面に記載されている必要書類等をご持参くだ
　さい。

カードの交付申請サポートをご希望の方

・ 専用のタブレットを使用して、職員が交付申請のお手伝いをします。
・ 申請をご希望の方は、本人確認書類（顔写真付き1点または顔写真なし2点）をお持ち
　になってお越しください。
・ カードの受け取りは、申請日から約1か月後になります。

【問い合わせ】村役場　住民生活課　住民年金係　☎ 935-2242

はがき見本
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お子さまの「耳のきこえ」を支援します！

　ことばの習得、情緒、社会性の発達や教育面における健全な発達を支援するため、
新生児から「耳のきこえ」について支援を行っています。

　身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴の児童に対して、
補聴器の購入費用及び修理費用の一部を助成します。

次の要件すべてに該当する方がこの事業の対象になります。
　①北中城村に住所がある18歳未満の児童。
　②両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない
　　こと。
　③補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると耳鼻咽喉科の医
　　師（身体障害者福祉法第15条指定医）から判断されていること。
　④村民税所得割の額が46万円以上の方が世帯の中にいないこと。
　⑤他の法令・制度で補聴器購入の助成を受けていないこと。

補聴器購入前に、村役場窓口で相談・申請をお願いします。

18歳未満の子どもへの「耳の聞こえ」の支援

新生児への「耳のきこえ」の支援

対象児童

申請・受給方法

　赤ちゃんの聴覚検査にかかる費用を助成しています。

次の要件すべてに該当する保護者がこの事業の対象になります。
　①令和4年4月1日以降に生まれた赤ちゃんがいる。
　②新生児聴覚検査実施日に北中城村に住所がある。※1
　③出生後、約1週間以内に新生児聴覚検査を受診した。※2
　　 ※1:検査日時点で北中城村外に転出されている場合は対象外となります。
　　 ※2:特別な事情がある場合は生後6か月以内の検査も対象とします。

　医療機関等で検査を受け、費用をお支払い後、村役場健康保険
課窓口にて、助成の申請をお願いします。

対象新生児

対象検査

申請方法

下記いずれかの方法による初回検査および確認検査※3
　● 自動ABRまたはAABR　● OAE検査
　　 ※3:確認検査は初回検査でrefer(要再検査)となった場合に実施したものに限ります。

助成額 上記の各検査1回につき、上限5,000円

村ホームページ
はこちらから

村ホームページ
はこちらから

【問い合わせ】
　村役場　福祉課　社会福祉係　
　☎ 935-2263（内線254）

【問い合わせ】
　村役場　健康保険課　健康対策係　
　☎ 935-2267（内線267）

赤ちゃんに
聞こえにくさがないかを

早期に発見し、適切な療育を
受けることで、ことばや

コミュニケーションの発達を
促すことができます。
ぜひ、ご受診ください。
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北中城村の皆様
一緒にコロナ禍を
乗り越えましょう

電話番号（代表）

☎098-932-1110
患者さま専用ダイヤル（年中無休・24時間）

☎098-923-1091

〒901-2393
中頭郡北中城村字比嘉801番地
［HP］http://www.cyutoku.or.jp

医 療 法 人
徳 洲 会

～  大切な2つのお知らせ   です。ご確認ください  ～
※令和 4 年 6 月から児童手当の   制 度が一部変更となります。

（1）現況届の提出が原則不要になります！！
　　⇒一部の受給者に関しては引き続き現況届の提出が
　　　必要となります。

（2）特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます。
　　⇒児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給して
　　　 いましたが、所得上限限度額を新設し、所得が上限額以上
　　　 ある場合には支給されません。

（1）現況届について

（2）特例給付について

・児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
令和4年度から、毎年6月1日時点の養育状況を住民基本台帳等で確認します。
※令和4年度課税（令和3年中）所得が未申告の方は税務課に申告くださいますようお願いいたします。

・令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給
されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が上限額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となり
　ますのでご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
※詳しくは役場ホームページをご覧ください。

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず、一時差し止め中の方は、当該年度の現況届の
提出が必要です。対象の方は福祉課窓口までお願いします。

１．離婚協議中で配偶者と別居している方
２．配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
３．住民票の住所が異なる支給要件児童を養育している方(別居監護)
４．戸籍がない支給要件児童を養育している方
５．法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
６．その他、北中城村から提出の案内があった方
※上記に該当する方へ6月に現況届を送付いたしますので、期日までにご提出ください。
　期日までに提出がない場合6月分以降の手当が受けられなくなります。

現況届の必要な方

1.提出期限 令和4年6月30日（木）※郵送の場合は必着。
2.提出方法 ①郵送によるご提出　●切手不要の返信用封筒（黄色）に現況届等を入れて送ってください。

②窓口によるご提出　●受付時間／午前8：30～11：30  午後1：00～5：00
　　　　　　　　　　※土・日・祝日は受付できません。
　　　　　　　　　　●受付場所／北中城村役場　第二庁舎2階　福祉課窓口

3.提出書類 ①児童手当・特例給付　現況届
②受給者（保護者）の健康保険証のコピー（3歳未満の児童がいる世帯）

※別途、提出が必要な書類がある場合があります。詳細については、郵送する通知書に記載されていますのでご確認ください。
　現況届をご提出いただき、記入漏れや必要書類の添付漏れなどがあった場合、不備書類の案内通知をお送りします。

■過年度分の現況届が未提出の方について

・児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変更になったとき（他の市町村や国外転出入を含む）
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなく  
　なったとき（婚姻や実親との事実婚、離婚など）
・受給者の加入する年金が変わったとき（受給者が公務員になったときを含む）
　※必要な届け出が遅れたために、過払い分が発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

■次の変更事項があった場合はすみやかに届け出てください。

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、郵送での提出をお願いいたします。
※現況届以外の手続きについては、窓口申請のみとなりますのでご了承ください。

【問い合わせ】村役場　福祉課　児童福祉係　☎ 935-2263

変更事項の
詳細はこちら

 児 童 手 当 制 度   変 更 のお知らせ
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医療費の窓口負担 割合が変わります
窓口負担割合が２割となる方には  
負担を抑える配慮措置があります

● �2022年10月１日の施行後３年間(2025年９月30日まで)は、２割負担となる方について、�
１か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます 
(入院の医療費は対象外)。
� ※�同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。�
そうでない場合では、１か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

●�配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額�
療養費として、事前に登録されている高額療�
養費の口座へ後日払い戻します。

２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されて  
■いない方には広域連合から申請書を郵送します■

申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

《ご注意ください！》
● �厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報 

登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳 
等をお預かりすることは 絶対にありません。

●ATMの操作をお願いすることは 絶対にありません。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例：１か月の医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担割合１割のとき① 5,000円
窓口負担割合２割のとき② 10,000円
負担増③（②−①） 5,000円
窓口負担増の上限④ 3,000円
払い戻し等（③−④） 2,000円

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせは ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

お住まいの都道府県の 
「後期高齢者医療広域連合」または 
市区町村の「後期高齢者担当窓口」 

までお問い合わせください。

今回の制度改正の見直しの背景等に 
関するご質問等は、 

厚生労働省コールセンター (0120-002-719) 
にお問い合わせください。

不審な電話があったときは、最寄りの警察署
や警察相談専用電話(#9110)、または消費生
活センター(188)にお問い合わせください。

配慮措置
１か月 5,000円の負担増を 
3,000円までに抑えます。

書類は必ず郵送でお届けします

沖縄県後期高齢者医療 
広域連合
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医療費の窓口負担 割合が変わります

窓口負担割合２割の対象となるかどうかは  
■■■主に以下の流れで判定します■■■

世帯の窓口負担割合が２割の対象となるかどうかは、75歳以上の�
方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。�
(2021年中の所得をもとに判定を行います）�
（９月中に被保険者証を送ります)

現役並み所得者※4に該当するか

世帯内75歳以上の方※1のうち
課税所得※2が28万円以上の方がいるか

世帯に75歳以上の方※1が２人以上いるか

「年金収入※3+その他の
合計所得金額※5」が

200万円以上か

「年金収入※3+その他の
合計所得金額※5」の

合計が320万円以上か

世帯全員が

３割
世帯全員が

１割 １割 ２割 世帯全員が

１割
世帯全員が

２割

※1　�後期高齢者医療の被保険者とは：75歳以上の方(65～74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2　「課税所得」とは：�住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、�

所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3　「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4　課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が３割の方。
※5　「その他の合計所得金額」とは：事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

該当する 該当しない

いるいない

200万円 
未満

200万円 
以上

320万円 
未満

320万円 
以上

１人だけ ２人以上
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お知らせ
■ 令和4年度 8月開講 
  障がい者委託訓練生募集

【CADオペレーター養成科】
日 訓練期間
 8月1日（月）～10月31日（月）
場 有限会社ビーンズ( 沖縄市) 
〆 6月1日（水）～6月24日( 金)
￥ 無料
( 但し教科書代、保険料等は自己負担)
申 問 具志川職業能力開発校
☎098-973-6680
■ 第26回 子育てサポーター
  養成研修会受講者募集
日 令和4年7月12日（火）～14日（木）
　20日（水）～22日（金）（6日間）
　午前10時～午後4時
場 北中城村立中央公民館
　2階 研修室
〆 定員に達し次第締め切り
￥ 無料
定20名
申 問 北谷・嘉手納・北中城ファミ
     リーサポートセンター
☎098-989-9763

ご芳志
村社会福祉協議会へ

●比嘉正志様
（喜舎場224-1）・・・・・・・・・・・・3万円
  勧奨退職記念として
●伊佐永仁様
（和仁屋133）・・・・・・・・・・・・・・3万円
  米寿記念祝として
●合資会社 屋宜原自動車整備工場
（瑞慶覧679-2）・・・・・・・1万426円
  社会福祉事業のための寄附

村老人クラブ連合会へ
●安里初恵様
（喜舎場70）・・・・・・・・・・・・・・・・3万円
  一般寄附として
●伊佐永仁様
（和仁屋133）・・・・・・・・・・・・・・5万円
  米寿記念祝として

日  日時 場  場所 内  内容 対  対象
定  定員 ￥  料金 申  申し込み 
〆  締め切り  問  問い合わせ

 電話  FAX  メール

6 月 は 村 県 民 税 第 1 期 の 納 期 と な っ て お り ま す

北中城村議会議員選挙立候補予定者向け事務説明会のお知らせ

令和 4 年 9 月27日 任 期 満 了日に伴う北 中 城 村 議 会 議 員 選 挙
（9 月11日執行予定）における、立候補者向け説明会を下記の
日程で開催しますのでお知らせいたします。
　❖	開催日時：令和4年7月28日（木）午後2時から
　❖	開催場所：北中城村役場 第一庁舎 2階 2-1、2-2会議室
なお、会場の都合により、参加人数は候補予定者を含み2人までと
させていただきます。ご了承くださいませ。

統 計 調 査 員 募 集 の お 知 ら せ

北中城村では就業構造基本調査の調査員を募集しています。
興味のある方は村役場企画振興課までお気軽にご連絡ください。

調査員の仕事内容
・事務打ち合わせ会への出席
・調査準備（調査地域確認・書類準備等）
・調査対象への調査票の配布・回収
・調査書類の点検・提出

応募資格
  ・責任を持 って調査事務を遂行できる20歳以上の方
  ・調査で知り得た事項の秘密の保護に関し信頼のおける方
  ・税徴収、警察及び選挙に直接関係のない方
  ・暴力団員または暴力団密接関係者でない方

報　酬
　約4万円（担当する調査区や調査対象の数によって増減します。）

調査期間
　令和4年９月～10月（目安）

募集期間
　随時募集しております。

　　（調査区や定員により従事していただけない場合もございます。）
申 問 村役場　 企画振興課　企画係　☎935-2269

第１期 第2期 第3期 第4期

固定資産税 5月2日 8月1日 12月26日 令和5年2月28日

村県民税 6月30日 8月31日 10月31日 令和5年1月31日

軽自動車税 5月31日

※納税は口座振替が便利です。手続き方法につきましては
　村役場までお問い合わせください。
問 村役場　 税務課　徴税係　☎935-2243

終了

終了

納め忘れに 

  注意！
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エジプトの女性たちはどのように
して社会の頂点へ到達できたのか。
血の王妃メルネイト、歴史的ヒロイ
ンクレオパトラなど、6人の女王の
生涯とその歴史的背景を、美しい写
真やイラスト、歴史地図などで解説。

香道とは、聞香や組香で香木の
香りを鑑賞し、精神・心を豊かに
させる芸道。香木や道具といった
香道の基本から、香道の歴史、所
作・作法、組香まで、わかりやす
く解説。

ジオラマづくりの基本的な考え方
やポイント、ジオラマの完成度を高
めるためのテクニック、ジオラマづ
くりに役立つ道具を紹介。各作業の
難易度とにおい、NG例、メンテナン
ス方法なども掲載。

「エジプトの女王」
カーラ・クーニー／著

「よくわかる
香道」
三條西 堯水／監修

「ジオラマ
テクニック
バイブル」
瀬川 たかし／著

種別
出動
地域

火

災

自
然
災
害

水

難

交

通

労

災

運
動
競
技

一
般
負
傷

加

害

自
損
行
為

急

病

転

院

そ
の
他

高
速
道
路

（
I
C
）

月

計

累 計

（ 令和４年1月1日～ 
4月30日 ）

北 中 城 村 0 0 0 7 5 0 9 0 0 42 3 0 0 66 290
中 城 村 0 0 0 4 2 0 15 0 1 81 13 0 116 370
合 計 0 0 0 11 7 0 24 0 1 123 16 0 0 182 660

（管轄外0件含む）
※管轄外については、合計（累計）に含む。

北中城村出動件数の報告 令和４年4月分の救急出動件数、災害発生件数は下記のとおりです。

■救急出動件数 ■災害発生件数
種別

月計

火

災

救

助

風
水
害

月計 0 0 0
出動件数ではなく、発生件数の報
告である。
※ 上記の報告件数は、北中城村のみ。

令和４年度　幸 齢 者 学 級 （第1回目）
　● 日　時: 6月15日（水）午後2時～4時
　● 場　所: 村立中央公民館ホール
　● 対象者: 村内在住・在職の65歳以上の方
　● 参加費: 無料　
　● 内　容:『音楽で脳トレ体操～昭和歌謡や沖縄民謡～』

　● 講　師:  山
やま

原
はら

麗
れい

華
か

　アコーディオン奏者／ラジオパーソナリティー
               （音楽健康指導士／健康運動実践指導者／介護予防運動トレーナー）

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 防 止 対 策 を 行 い 、 開 催 し ま す 。
※感染状況等によって、延期または中止となる場合があります。

①回想法・音楽
戦後の沖縄の懐かしい写真、昭和映画を漫
談でご紹介♪
★戦後の沖縄や懐かしい昭和時代のお写真
を大きなスクリーンでお見せします♪

②音楽を使った脳トレ・音楽
★お家で簡単にできる脳トレーニングや体
操を音楽に合わせて行います♪
★アコーディオンで昭和歌謡、三線で沖縄
民謡を歌います♪

【問い合わせ】　村立中央公民館　☎935-3780
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学事奨励会、慰霊祭
大城 恵

北中城

第一回ふれあい清掃
屋良 和正

大城
4.1

7

　午前８時半より、公民館を中心に第一回ふれあい清
掃が行われました。当日は暑くも寒くもなく、いい具合
に曇りの日でした。（沖縄は曇りでも、紫外線量はあま
り変わらないと聞きますが）聞けば清明祭（シーミー）の
ピークで、体協のサッカー大会も重なりましたが、予定
通り開催しました。
　「ふれあい清掃はボランティア」という自治会長の趣
旨で始めたので、参加が少なくても「まあ、いいっか」と
いうことでした。予想通りいつもより参加人数は少な
かったものの、想定外の方々の参加もあり、それなりの
成果はありました。
　「清掃活動は年中継
続」が我が字のモットー
であり、お互いの意識
も高いと思います。や
や高齢化がネックでは
あります。
　思えば昔ラジオ体操
が終わったら、清掃作
業をしていた頃もありま
した。小学生もカマ持
参の頃です。昭和４０年
代だったっけ。一度やっ
てみたいものです。
※体協サッカー 大会、何と
優勝です。いい根性と見直し
ました。

自治会主催による学事
奨励会が行われ、幼小中、
高校、大学、専修学校の
みなさん４９人の入学およ
び進級を祝いました。
「多様性が求められる

時代、多くの人と関わり、色んな事にチャレンジしてほ
しい」と喜納自治会長の挨拶。森田振興会長からは、

「自分なりの勉強法を見つけ、元気に頑張ってくださ
い」との激励の言葉があり、新高校生の與儀莉久さんは、

「将来の夢を叶えるため知識を習得して行きたい」と
力強い言葉が語られました。

また、慰霊祭では家族ごとに慰霊碑の前で、戦没者
のご冥福と恒久平和を願いました。

みんなでフレイルチェック！！
宮城 奈々

団地
4.2

2

団地なかよし会では、皆さんの体の健康チェックを
してみましょう！という事で役場福祉課や健康サポー
ターさんにも協力いただき、色々な測定をしました。こ
れからも積極的に、ゆんたく・筋力トレーニング、バラ
ンスの取れた食事を取り入れて元
気な身体を維持していきましょう。

皆

学事奨励会
玉城 奈津美安谷屋

4.2
4

午後2時より公民館にて学事奨励会が行われまし
た。始まる少し前から大雨になりましたが、幼児から
中学生、大人も含め総勢８０人が集まりました。幼児、
新1年生と順に整列し、うちな～ぐちラジオ体操で少
し体を動かしました。自治会長より激励のあいさつを
いただいた後、自治会から子どもたちへ、ちんすこう、
赤青鉛筆、図書カードの他、たくさんのプレゼントを頂
きました。また子ども育成会からもお菓子の詰め合わ
せがありました。最後に元気よくお礼を言って会を終
えることができました。

勉強、スポーツと頑張ってください。地域の皆さん
も激励ありがとうございました。

北中城

瑞慶覧
４.3
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女性長寿似顔絵展
仲宗根 さゆり

島袋
4.3

0

島袋公民館のミニギャラリーで島袋のおばあちゃん
たちの似顔絵展を開催しました。似顔絵を見た人々か
らは「これは〇〇さん
だ ね ー」とか「い つも
の 笑 顔でちゃーかん
じゅーだね」と笑い声
が響き渡ります。女性
長寿日本一の村　皆さ
んいつまでもお元気で

いつもの散歩、いい香り 
玉城 小百合

笑顔がいっぱい！
仲順子ども育成会 総会＆ボーリング大会 

渡慶次 育恵

渡口
5.3

仲順
4.2

3

降り続いた雨がやっとあがったので県道８１号線沿
いを和仲トンネルに向け、いつもの散歩に出かけまし
た。五月晴れで汗ばむ陽気です。

今回は、トンネル手前の横断歩道を渡ったところで
「ギャラリーローズガーデン」の入り口に咲くたくさん
のテッポウユリに出会いました。つぼみもたくさんつい
ていて、まだまだ花が楽しめそうです。しばらく眺めて
いると、花の中に陣取る大きなカマキリ発見！きっとい
い香りに誘われてきたのでしょうね。

美しいテッポウユリに心も和んだ散歩でした。ギャラ
リーローズガーデンの玉城さん撮影のご協力ありが
とうございました。

令 和4年 度 の 総 会 は、2
年ぶりに顔を合わせて開催
する事ができました。「令和
３年度はコロナ禍の中、み
なさまのご協力のもと少し
ですが、イベントを開催する
ことができました。ありがとうございました」と大屋義
秀会長から挨拶あり、令和3年度の活動報告や決算
報告、新役員紹介と共に引き継ぎが行われました。

総会の前に、親子参加で親睦を兼ねボーリング大
会が行われ、参加した皆さんの笑顔と笑い声がいっぱ
いの楽しい時間を過ごされました。

参加したこども達に、お菓子や賞品が渡され、仲順
自治会から中学校入学祝いの贈り物が渡されました。
新年度もこども達の学ぶ力をサポートする仲順子ども
育成会活動を地域の皆さんで、これからもサポート応
援よろしくお願いします。役員の皆さん、活動支援お
疲れ様でした。ありがとうございます。

かりゆし会（新会長　喜納ユキ子）主催のグラウン
ドゴルフ大会に３１人が参加しました。「コロナ禍で孤
立しがちな方に少しでも元気になってもらいたい」と
の思いで開催されました。所 々で歓声が上がり、ホー
ルインワンも９つ出ました。久しぶりに元気なかりゆ
し会の皆さんに出会えました。これからの活躍が楽し
みですね。優勝は名幸国博さん（男性の部）、安里チ
ヨ子さん（女性の部）でした。皆さんお疲れ様でした。

5.1 屋根より高い鯉のぼり

おっ！熱 田 公 民 館にゴー
ジャスな鯉のぼり発見！黒、
赤、青の鯉に金 色の鱗が 眩
しい。曇 った空に後 光が 差
したよう。子ど もたちから

「ちょーキレイ！」「かっこい
い！」の声が。

朝早くから評議員、子ども
会の父母、地域の協力で、屋
根より高い鯉のぼりを掲揚
することができました。公民
館へ行くのが楽しくなりま
すね。ありがとうございまし
た。お疲れ様でした。

熱田
4.2

8 かりゆし会グラウンドゴルフ大会
東恩納 恵子
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2022年6月（水無月）JUNE 祝日等に当たる場合は変更もしくは予定なし

相談名 とき ／ ところ ／ 担当 内 容 相談員

相
談
コ
ー
ナ
ー

税に関する 
相談

6月1日（水） 午後1時～午後4時 予約制です
予約先：村役場総務課 ☎935-2233（内216）

村役場総務課

相続・贈与・土地譲渡等の 
税金の相談 税理士：喜納 秀樹 ※新型コ

ロナウイ
ルス感染
症をめぐ
る状況等
に よ り、
中止する
場合があ
ります。

法律相談 6月2日（木） 午後1時～午後4時 予約制です
予約先：村役場総務課 ☎935-2233（内216）

法律的な相談であれば 
どんな内容でも可 池宮城 紀

とし
夫
お

　弁護士

人権・行政
合同相談

6月9日（木）
役場　第二庁舎3階

大会議室
午前10時～午後4時

人権問題、いじめ、サラ金、
もめごと

那覇地方法務局（沖縄支局）
☎937-3278

行政に対しての苦情や
要望などの相談

比嘉 洋子　行政相談委員 
行政苦情110番　☎867-1100 
行政相談委員への相談は　☎935-2233

教育相談 月曜日～金曜日 
要予約 午前8時半～午後3時半 村教育委員会

教育総務課
児童生徒及び保護者への教育上
の問題・悩み・困り事相談・助言

月～金　 比嘉 美奈子（教育相談員）
☎935-3780

障害に関する
相談

月曜日～金曜日 午前8時半～午後5時15分

村役場福祉課
知的・身体・精神に障害をお持ち
の方、および家族等への支援

（相談支援事業とあわせて実施）

専門相談員
専門相談員への相談は 
☎935-2233（内250）

専門相談員への相談は
毎週水～金曜日 午前10時～午後3時

高齢者 
なんでも相談 月曜日～金曜日 午前8時半～午後5時15分

地域包括支援
センター

☎935-5922

高齢者の健康、介護、権利など
全般 保健師・社会福祉士・ケアマネージャー

もの忘れ相談 月曜日～金曜日 午前8時半～午後5時15分 もの忘れ・認知症の介護に 
お困りなことなど

保健師・看護師、または認知症専門医 
(要事前相談)

専門職による
成年後見制度・
くらしの相談会

6月14日（火） 午後1時～午後3時 予約制です
予約先：地域包括支援センター

成年後見制度等に関する
専門的な相談

西端 裕子　弁護士
竹藤 登　社会福祉士

心配ごと相談 月曜日～金曜日 午前10時～午後4時 村社会福祉 
協議会

月～金 ：一般相談
火・木 ：障害者相談（ピアサポート）
　金 ： 消費生活相談 

（消費者金融、クレジット、悪質商法など）

月：大屋 みゆき 火：仲田 美和子
水：大城 幸子 木：仲田 美和子
金：消費生活相談員
☎935-4755（FAX兼用）

育児に関する 
相談 月曜日～金曜日 午前8時半～午後5時 子育て支援 

センター 育児に関する相談全般 子育て指導員（保育士）☎982-0505

集
い

ふれあい 
子育てサロン

第1火曜日：総合社会福祉センター 第1金曜日：和仁屋公民館
第2火曜日：喜舎場公民館 第2金曜日：総合社会福祉センター （いずれも午前10時～正午まで）
第3火曜日：島袋児童館 第3金曜日：島袋公民館
第4火曜日：大城公民館 第4金曜日：安谷屋公民館

妊婦さん、子育て中のお母さん、お子さんと一
緒に交流しましょう！絵本の読み聞かせやリズ
ムあそび等をします。

子育てに関するご相談は 
社会福祉協議会☎935-4520

行政区別人口・世帯数（4月末現在）
区分 喜舎場 仲順 熱田 北中城

団地 和仁屋 渡口 島袋 屋宜原 瑞慶覧 石平 安谷屋 荻道 大城 軍施設
内 美崎 ライカム 外国人 合計

男 899 736 678 139 350 356 2,520 412 111 159 931 307 174 8 449 383 235 8,612 
女 940 752 666 187 385 370 2,785 445 138 165 991 296 202 29 496 446 158 9,293 
計 1,839 1,488 1,344 326 735 726 5,305 857 249 324 1,922 603 376 37 945 829 393 17,905 

世帯数 734 640 553 125 312 339 2,366 359 124 167 805 246 165 18 404 337 153 7,694 
比嘉の125世帯、男106人、女109人　計215人は島袋に含まれます。外国人とは、大使、公使、総領事及びその家族、大使館の職員、外交官とその家族、地位協定該当者を除いた数です。

見やすく読みまちがえにくい 
ユニバーサルデザインフォント 
を採用しています。

令和４年5月25日　発行／北中城村役場　編集／企画振興課
〒901-2392　沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2　TEL098-935-2233（代表）FAX098-935-5536
ホームページアドレスhttp://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp　印刷／株式会社 近代美術

※ 新型コロナウイルス感染症をめぐる状況等により、 
中止する場合があります。

　いつもお世話になっております。私、しおさい市場の店長 安里と申します。
免許返納などでお買い物にお困りごとはございませんか？
只今、しおさい市場では北中城村内限定で移動販売を強化中です。
　ご自宅の駐車スペースなどをご提供いただければ定期的にお伺いします。
お気軽にお問合せくだいませ。

移動販売
 強化中！

しおさい市場 

現在の場所と日程

月
火
水
木
金
土

屋宜原公民館､島袋公民館､安谷屋公民館､石平公民館、熱田団地
和仁屋公民館、熱田公民館
ごきげんリハビリクリニック、北中城村役場
喜舎場公民館、デイサービスしおさい
JA北中城支店、仲順公民館、荻道公民館（第二のみ）、北中城村役場
石平公民館(第二）

北中城村アンテナショップ
• しおさい市場 店長 安里真一
• 電話／098-989-3011
• 店舗携帯／070-3358-5082
• 営業時間／午前9時～午後6時
• 店休日／日曜日販売

エリア


